
 

第 21 期第 52 回 
松浦海区漁業調整委員会 

 

 

 

日時 令和3年 1月 2 2日 (金 ) 1 5時 3 0分 ～ 
場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

 (唐津市海岸通り7182番地217) 
 

 

 

次    第 
 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 

 
（１） 唐津湾におけるかたくちいわしまき網漁業の操業協定について（協議） 

Ｐ１～Ｐ７ 
（２） 佐賀県に入漁する福岡県ごち網漁業に係る操業協定について（協議） 
                                    Ｐ８～Ｐ１３ 
（３） 令和３年度福岡県小型いかつり漁業の佐賀県許可隻数について（協議） 
                                   Ｐ１４～Ｐ２０ 
（４） 「第３７回筑肥漁場協議会いかかご漁業協定書」の期間延長について（報告） 
                                   Ｐ２１～Ｐ２３ 
（５） 松浦海区漁業調整委員会指示の第 62、78、79、80、81、84号の内容修正 

について（協議） 
 

Ｐ２４～Ｐ２８ 
（６） 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律について（報告） 

Ｐ２９ 
（７） その他 
 
 
 



 



覚   書 （案） 
 

昭 和 ４６年 ４月 ２７日 締 結 した「唐 津 湾 におけるかたくちいわしまき網

漁 業 」の操 業 に関 する確 認 書 の取 り扱 いについて、令 和 ２年 ３月 ６日

開 催 の第 ２１期 第 ４回 筑 肥 連 合 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 において審 議

の結 果 、次 のとおり決 定 したので、筑 前 ・松 浦 海 区 漁 業 調 整 委 員 会

会 長 は、ここに覚 書 を交 換 する。  
 

記  
 
１  昭 和 46 年 4 月 27 日 締 結 した確 認 書 のうち第 1 の 3 の操 業 期

間 を福 岡 県 糸 島 市 地 先 海 域 （確 認 書 では福 岡 県 糸 島 郡 地 先 海

域）においては 9 月 1 日 から翌 年 2 月 10 日 までとし、有 効 期 間 を

令 和 ３年 ５月 １日 までの 1 ヶ年 間 、これを延 長 する。  
 
２  上 記 の確 認 書 の記 の第 1 の 1 の操 業 区 域 中 の二 重 岳 は、現 在

の二 丈 岳 のことである（平 成 9 年 3 月 5 日 開 催 の第 16 期 第 2 回

筑 肥 連 合 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 において確 認 ）。  
  
３  この覚 書 は、玄 海 ・松 浦 海 の基 本 協 定 書 の付 帯 協 定 として調 印

した場 合 は、１の期 間 中 といえども効 力 を失 うものとする。  
 
４  上 記 事 項 を証 するため本 書 5 通 を作 成 し、筑 肥 連 合 海 区 漁 業

調 整 委 員 会 及 び筑 前 ・松 浦 両 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 並 びに福 岡 ・

佐 賀 両 県 に各 1 通 を保 有 するものとする。  
 
 

令 和 ３年１月 ２６日

５ 

令 和 ４年  
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令 和 ２年 ３月 ６日  

 

 

 

筑 前 海 区 漁 業 調 整 委 員 会  会 長   本 田 清一郎  

 
 

松 浦 海 区 漁 業 調 整 委 員 会  会 長   川 嵜 和 正 

 
 

立  会  人  

福 岡 県 農 林 水 産 部 水 産 局 

                        中原   亨  

漁 業 管 理 課           課 長    太 刀 山  透  

 
 

佐 賀 県 農 林 水 産 部 水 産 課  課 長   久 野 勝 利  

 

 

令 和 ３年 １月 ２６日  
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覚  書（案） 
 
佐賀県海域に入漁する福岡県一そうごち網及び二そうごち網漁業については、昭和

２７年７月２日締結の玄海、松浦海漁業調整協定並びに同附帯協定によって操業され

ていたが、この原則に副わない点があり、しばしば佐賀県船との間に競合があった。 
そのため昭和３４年９月４日筑肥連合海区漁業調整委員会において別個にごち網漁

業に関し１か年の協定をなし入漁の調整をはかってきた。 
しかしその後、昭和３９年から平成平成３１年までの間一部改正しながら１年の暫

定として覚書を取り交わしてきた。 
更にこれが改正のため令和２年３月６日開催の第２１期第４回筑肥連合海区漁業調

整委員会において審議の結果、第３条の平成３１年を令和２年に、附帯事項のうち１

の平成３１年を令和２年に改めたほかは、いずれも平成３１年３月８日調印の覚書及

び附帯事項のとおり、更に暫定として１か年間これを延長することに決定したので、

この覚書を取り交わすものとする。 
 

記 
 
第１条 福岡県知事の許可する一そうごち網及び二そうごち網漁業（漁船の推進機関の

馬力数は平成１４年４月１日施行の漁船法施行規則に基づく８０キロワット以内

または施行前の規則に基づく２５馬力以内とする。但し、平成１４年のこの覚書

の締結の際に、現に福岡県知事のごち網漁業の許可を受けていた者が、当該許可

にかかわる漁船を使用し、同締結の際に当該漁船に搭載していた推進機関と同じ

ものを搭載してごち網漁業を営む場合に限り、昭和５７年７月１８日施行の同規

則に基づく馬力算定法による５０馬力以内とする。）で、佐賀県知事の管轄する

海域において操業できる区域は次の範囲とする。 
（１） 一そうごち網漁業については、加部島の東端から加唐島東北端見通し線以東の

佐賀県海域。ただし、佐賀県の共同漁業権漁場を除く。 
（２） 二そうごち網漁業については、加部島の東端から加唐島東北端を見通したその

延長線と、二神島北端から加唐島北端を見通した延長線との２延長線によって囲

まれた以東北の佐賀県海域。ただし、加唐島北部最大高潮時海岸線から 

１，４５０メートルの線によって囲まれた区域を除く。 

令和３年１月２６日 ５ 

令和２年 

令和２年 令和３年 
令和２年 令和３年 令和２年３月６日
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（３） 禁止期間は１月１日から３月１５日まで。 
 
第２条 福岡県二そうごち網漁業（馬力は第１条と同じとする。）のうちｌ統に限り次

の条件により次の区域（特別入漁区域）内において操業することができる。 
１ 特別入漁区域 
次のイ、ロ、ハの３直線によって囲まれた佐賀県海域。 
ただし、加唐島北部最大高潮時海岸線から１,４５０メートルの線によって囲 

まれた区域を除く。 
イ 加部島東端から加唐島東北端見通し線の延長線 
ロ 加唐島北端から長崎県二神島北端見通し線 
ハ 唐津市肥前町京泊宮崎鼻東端から馬渡島東端見通し線の延長線 
２ 入漁条件 
イ 入漁の期間 

特別入漁区域への入漁期間は、９月２１日から１０月３０日までの４０日間 
とする。 

ロ 操業方法 
網は引き寄せるものとし、こぎ網してはならない。 

ハ 漁業許可証及び入漁標識旗 
特別入漁区域へ入漁する者は佐賀県知事の漁業許可を受け、かつ漁業許可証 

及び入漁標識旗の交付を受けなければならない。 
３ 入漁船の義務 
イ 特別入漁区域へ入漁する者は、佐賀県知事から交付された漁業許可証及び入 
漁標識旗を同時に携行し、かつ標識旗はブリッジの左舷側の上部１メートルの位

置に確実に掲揚しなければならない。 
ロ 入漁船は佐賀県漁船の操業中その妨害となる範囲内において操業してはなら 
ない。 
 

第３条 この覚書の有効期間は令和２年４月１日から１か年とする。 
ただし、松浦、筑前海区漁業調整委員会の合意により延長することができる。 

 
 

令和３年
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この協定が成立したことを証するため本書５通を作成し、筑肥連合海区漁業調整委

員会及び松浦、筑前海区漁業調整委員会並びに佐賀県、福岡両県に各１通保管する。 
 

令和２年３月６日 

 
筑肥連合海区漁業調整委員会委員      本 田 清一郎 

 
                           上 田 直 子 

 

                          西 方 功 二 
 

                          折 居 裕 喜 
 

                          板 谷   孝 
 

                          仲 西 利 弘 
 

                          川 嵜 和 正 
 

                          池 田 宏 子 
 

                          坂 本 安 則 
 

                          梅 崎 博 昭 
 

                          立 石 敏 光 
 

                          坂 口 正 人 
 

令和３年１月２６日 

10



 
 
 
 
 
立 会 人 
 
 
 福岡県側 
 
  福岡県農林水産部水産局漁業管理課長    
                      中 原  亨 

太 刀 山  透 
 
 
 佐賀県側 
 
  佐賀県農林水産部水産課長 

 

久 野 勝 利 
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附 帯 事 項 
 
 令和２年３月６日調印した福岡県ごち網漁業の佐賀県海域入漁に対する附帯事 

項として次のことを定める。 
 
１ 覚書第１条に規定する入漁区域の線は、令和２年９月１６日から令和２年 

１１月１５日まで暫定措置として土器崎から小川島西端見通し線の延長とする。 
 
２ この協定に違反した入漁者に対しては、次のとおり処分するものとする。 
イ 協定区域外の佐賀県海域に侵入した者は、その日から特別入漁区域への入漁を 
禁止する。 
ロ 同一漁業組合の者が３件以上区域外侵入した時は、当該組合の連帯責任として、 
その日以降その組合全部の特別入漁区域への入漁を禁止する。 
ハ 佐賀県漁船の漁業を妨害（佐賀県ごち網、釣、延縄漁業等を包囲したり、漁具 
に被害を与えたりする等）した者は、その日以降その者の特別入漁区域への入漁 

を禁止する。 
ニ 同一漁業組合の者が３件以上佐賀県漁業の妨害をした時は、当該組合の連帯責 
任として、その日以降その組合全部の特別入漁区域への入漁を禁止する。 
 

３ 漁業許可証 
覚書第２条３のイ及び附帯事項２の口及びニに該当する義務の怠慢または違反が 
あった時は、その者の所属する組合に割り当てられた全部の漁業許可証及び入漁標 

識旗をともに没収するものとする。 
                     
 

令和３年 令和３年 

令和３年１月２６日 
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年度 入漁許可枠 入漁希望隻数 入漁許可数

H18 60 25 25
H19 50 24 24
H20 50 16 16
H21 40 15 15
H22 40 15 15
H23 40 15 15
H24 30 14 13
H25 30 13 13
H26 30 13 13
H27 30 13 13
H28 30 13 13
H29 30 13 13
H30 30 13 13
H31 30 13 13
R2 20 12 11*

R3 11

R3年度希望 R2年度許可

呼子町 3 2
小川島 6 6 5 1
鎮西町 5 6 10 6
外　津 1
合　計 11 12 19 9

近県におけるいかつり漁業（5トン以上）の許可状況

（令和3年1月15日現在） 

福岡県に入漁する佐賀県いかつり漁船(5トン以上)の操業について

山口県組合名
福岡県

長崎県

福岡県海域に入漁する佐賀県小型いかつり漁業（5トン以上）の許可枠数等の推移

＊:1隻取り下げ
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        松浦海区漁業調整委員会指示     

 

◎  松浦海区漁業調整委員会指示第６２号 

                          １２０ 

    漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定により、松浦海区海面に

おけるまだい幼魚の採捕について、次のとおり指示する。 

     平成９年５月３０日 

令和３年１月  日一部改正 
                                       松浦海区漁業調整委員会 

会 長  川嵜 和正 

会 長  渡 邉 松 吉 

 

 １  全長１１センチメートル以下のまだいは、養殖用種苗として採捕してはならない。 

２  指示の期間 

令和３年１月 日から令和５年８月３１日まで。 

 

 

 

 

◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第７８号 

    松浦海区における定置漁業（第２種共同漁業の小型定置を含む）の保護区域並 

                                               １２０ 

びに漁具標識について、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に

基づき、次のとおり指示する。 

   平成３０年８月２７日 

令和３年１月  日一部改正 

松浦海区漁業調整委員会          

                   会 長 川嵜 和正            

 

１ 保護区域 
    

 （１）定置漁業 
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 免 許 

番 号 

漁業の 

名  称 

保護区域  

漁場の位置 

 

備 考  前 面  後 面  沖 合 

 松 定 

 第１号 

 雑  魚 

 落網漁業 

  1,100 

   ﾒｰﾄﾙ 

    250 

   ﾒｰﾄﾙ 

    350 

   ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市神集島 

 黒瀬地先 

 通称 

 村張大敷 

  松 定 

 第２号 

 雑  魚 

 落網漁業 

    450 

   ﾒｰﾄﾙ 

    50 

   ﾒｰﾄﾙ 

    150 

   ﾒｰﾄﾙ 

 東松浦郡鎮西町 

 加唐島折瀬地先 

 通称 

 大迫大敷 

  
 
 
（２）小型定置漁業（第２種共同漁業権） 

 
 免 許 

番 号 

漁業の 

名  称 

保護区域  

漁場の位置 

 

備 考 
前面 後面 沖合 

 松 共 

 第３号 

 

    〃 

  450 

 ﾒｰﾄﾙ 

   90 

 ﾒｰﾄﾙ 

   50 

 ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市高島 

 北東側地先 

 通称 

 高島大敷 

 松 共 

 第８号 

 

    〃 

  700 

 ﾒｰﾄﾙ 

  150 

 ﾒｰﾄﾙ 

  200 

 ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市屋形石 

 竹の浦地先 

 通称 

 宮ノ岬大敷 

  松 共 

 第 16 号 

 

    〃 

  450 

 ﾒｰﾄﾙ 

   50 

 ﾒｰﾄﾙ 

  150 

 ﾒｰﾄﾙ 

 東松浦郡鎮西町 

 加唐島折瀬地先 

 通称 

 大泊大敷 

  

２ 定置網（小型定置を含む）の保護区域の測定方法 

     保護区域の前面及び後面は垣網及びその延長線を基準として直角の方向に 

沖合は同直線上身網の沖の側から測定する。 

  ３ 保護区域内における漁業の制限 

     保護区域内においては、当該漁業に著しく支障を及ぼす漁業を営み、当該定置

漁業の魚道を遮断し、又は魚群を散逸させる行為をしてはならない。 

４ 漁具標識の設置 

     定置網（小型定置を含む）の漁具敷設中は当該漁具の見易いところに、昼間に

あっては免許番号、漁業の種類、漁業権者名（又は名称）を記入した９０センチメ

ートルの正方形赤旗を水面上１．５メートルの高さに設置し、夜間にあっては電灯

その他の照明による標識を設置しなければならない。 

 ５ 指示の期間 

                 令和５年 

   平成３０年９月１日から平成３５年８月３１日まで。 
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◎  松浦海区漁業調整委員会指示第７９号 

   

                                １２０ 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 67 条第１項の規定により、松浦海区海面に

おける遊漁のまき餌釣りの禁止区域について、次のとおり指示する。 

 

 平成３１年２月１６日 

令和３年１月  日一部改正 

 

                          松浦海区漁業調整委員会 

                           会 長 川嵜 和正 

 

１ 禁止区域 

地区  禁 止 区 域 

①佐賀玄海漁協

  浜崎支所管内

①下の瀬（緯度：33 28'2.3″､経度：130 01'57.1″）を中心に半

径200ｍ。 

②沖の瀬（緯度：33 27'53.3″､経度：130 01'37.9″）を中心に半

径300ｍのうち松共第１号 共同漁業権漁場内。 

③コウハチダシ（緯度：33 27'59.3″､経度：130 01'25.3″）を中

心に半径50ｍ。 

②佐賀玄海漁協

唐津市統括支所

管内 

・唐津市統括支所管内の共同漁業権漁場（漁港・港湾施設を除

く）。 

③外津漁協管内 ・漁港区域（ア点【緯度：33 30'52.9″､経度： 129 50'50.4″】、イ

点 【緯度：33 30'42.8″､経度：129 51'06.2″】､ウ点 【緯度 ：

33 30'26.4″､経度：129 51'11.4″】 を順次結んだ線  

④仮屋漁協管内 ・仮屋湾内三島神社【緯度：33 28'21.5″､経度 ：129 

50'56.6″】前周辺岸壁。 

 

２ 指示の期間 

                       令和５年 

  平成２８年２月１７日から平成３５年８月３１日まで。 
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◎  松浦海区漁業調整委員会指示第８０号 

    松浦海区内におけるウニ（アカ、バフン、ムラサキの各種を含む）の乱獲を防止 

                    １２０   

し、資源保護のため、漁業法第６７条第１項の規定により次のとおり指示する。 

令和元年７月１２日 

令和３年１月  日一部改正 

 

松浦海区漁業調整委員会          

                         会 長 川嵜 和正            

 

１ 採捕禁止期間 

（１） アカウニ、バフンウニは１１月１日から翌年２月末日まで 

（２） ムラサキウニは７月１日から１２月２０日まで 

２ 指示の期間 

 令和元年８月１２日から令和５年８月３１日まで。 

 

 

◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第８１号 

                                １２０ 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定により、松浦海区内にお 

ける釣及び延縄による水産動物の採捕について、次のとおり指示する。 

令和元年７月１２日 

令和３年１月  日一部改正 

松浦海区漁業調整委員会          

                   会 長 川嵜 和正   

          

１ 松浦海区において釣及び延縄の餌料として、油づけえさ（油いか等の油性餌料の 

一切をいう。）の使用を禁止する。 

２ 指示の期間 

  令和元年８月１２日から令和５年８月３１日まで。 
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◎  松浦海区漁業調整委員会指示第８４号 

                                 １２０ 

    漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定により、１本釣漁業等火

光を利用する各種漁業に対し、松浦海区内における沿岸魚族の乱獲防止並びに同

種及び他種漁業との調整のため、火光を利用する漁船１隻に使用する光力の限度

を次のとおり指示する。 

    令和２年８月５日 

令和３年１月  日一部改正 

                                        松浦海区漁業調整委員会       

                           会 長 川嵜 和正            
 

１ 松浦海区における共同漁業権の区域及び各共同漁業権の外郭線から沖出し 

１，０００メートルの線によって囲まれた区域においては、１隻につき３キロワット 

以内とする。 

２ 指示の期間 

  令和２年８月１２日から令和３年８月１１日まで。 
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